
香川大学キャンパス情報ネットワーク運営規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、香川大学（以下「本学」

という。）キャンパス情報ネットワーク（以

下「学内ネットワーク」という。）の管理

運営について、必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次

の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 「部局」とは、教育学部（附属教育研

究施設及び附属学校を含む。）、法学部、

経済学部、医学部、工学部、農学部（附

属教育研究施設を含む。）、附属図書館、

医学部附属病院、総合情報基盤センター

（以下「センター」という。）及び事務

局をいう。この場合において、センター

以外の学内共同教育研究施設等（以下

「施設等」という。）については、施設

等の設置場所が幸町キャンパスにあっ

ては事務局、三木町医学部キャンパスに

あっては医学部、林町キャンパスにあっ

ては工学部、三木町農学部キャンパスに

あっては農学部の部局に含める。 

(2) 「部局長」とは、前号に規定する部局

の長をいう。 

(3) 「ネットワーク」とは、コンピュータ、

端末装置等を相互に接続するための通

信ケーブル及び接続用機器をいう。 

(4) 「学内ネットワーク」とは、基幹ネッ

トワークと支線ネットワークで構成さ

れたものをいう。 

(5) 「基幹ネットワーク」とは、キャンパ

ス間並びにキャンパス内における部局

間及び建物間を結ぶネットワークをい

う。 

(6) 「支線ネットワーク」とは、基幹ネッ

トワークの接続機器に接続される建物

内のネットワークをいう。 

（区分） 

第３条 学内ネットワークは機能上、教育研

究用ネットワーク、診療用ネットワーク及

び事務用ネットワークに区分するものと

する。 

（管理責任等） 

第４条 学内ネットワークを管理運営する

ため、総括責任者を置き、総合情報基盤セ

ンター長（以下「センター長」という。）

をもって充てる。 

２ 基幹ネットワークは、センターにおいて

管理運用し、その管理者はセンター長をも

って充てる。 

３ 支線ネットワークのうち、教育研究用ネ

ットワークは、該当部局において管理運用

し、その管理者は当該部局長（以下「部局

管理者」という。）をもって充てる。 

４ 支線ネットワークのうち、診療用ネット

ワークは、医学部附属病院において管理運

用し、部局管理者は医学部附属病院長をも

って充てる。 

５ 支線ネットワークのうち、事務用ネット

ワークは、経営管理室において管理運用し、

その管理者は総務・企画部長をもって充て

る。 

６ 複数部局により一体として運用する支

線ネットワークにおいては、関係部局の協

議により、当該支線ネットワーク共通の担

当者を置くことができる。 

（利用者の資格） 

第５条 学内ネットワークに接続すること

ができる者は、次の各号の一に掲げる者と



する。 

(1) 本学職員 

(2) 部局管理者が許可した者 

(3) その他センター長が適当と認めた者 

（利用の範囲） 

第６条 学内ネットワークは、教育研究用、

診療用及び事務用以外の目的で利用して

はならない。 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、学内

ネットワークの運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１６年４月 1日から施行

する。 

附 則 

この規則は、平成１７年６月２３日から施

行し、平成１７年６月１日から適用する

 


